
令和７年度
広島県公立学校教員等採用事務手続

電子申請手順
（広島県電子申請システムhttps://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_initDisplay.action）

広島県教育委員会

https://s-kantan.com/pref-hiroshima-u/offer/offerList_initDisplay.action


１ 利用者情報登録

① 「利用者登録」を
クリック。

② 画面が移行した
後、利用規約に同
意します。

その後、メールアド
レスを入力する画面
に移行します。

※ 既に広島県電子申請システムに利用者情報登録が済んでいる場合は、新規の登録
は不要ですので、「２ 手続申込」へ進んでください。

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



１ 利用者情報登録
③ メールアドレスを入力する画

面に移行した後、メールアド
レスを入力し、 「登録

する」をクリックします。
※登録するメールアドレスは、ス
マートフォン、携帯電話等のメー
ルアドレスでも問題ありません。

④ 登録したメールア
ドレスにすぐメールが
届きます。そこに示されてい

るＵＲＬにアクセスすると、「利用者
登録」画面に移行します。必要事
項（氏名等）を入力し登録してくだ
さい。

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



１ 利用者情報登録

※ ③において、正確に登録したにもかかわらず
メールが届いていない場合は、メールが受け取れ
ない設定になっているか、迷惑メール等のフォル
ダに格納されています。メールの設定を適切に
行ってください。

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



２ 手続申込

①「令和７年度広島県公立学校教員等採用事務

手続（配置に係る希望等調査）」

②「令和７年度広島県公立学校教員等採用事務

手続（給与に係る手続）」

次の２つの電子申請手続を

令和６年11月18日（月）までに完了してください。

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認

※事務職員は令和６年12月６日（金）まで



留意事項

・ 入力できる時間は60分間です。60分間を超えると破棄され、

再度入力が必要となります。

・ 入力する際は、環境に依存しない文字（JIS第一水準漢字又

はJIS第二水準漢字）で入力してください。なお、ローマ数字

（Ⅰ、Ⅱ、…）も環境に依存する文字であるため使用できませ

ん。マンション名等に含まれる場合は、算用数字（１、２、

…）に置き換えてください。

２ 手続申込

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



２ 手続申込 ①②

・ 「手続き申込」をクリック。

・ 「検索キーワード」欄に「教員等

採用事務手続」と入力。

・ 「絞り込みで検索する」をクリック。

・ 「令和７年度広島県公立学校教

員等採用事務手続（配置に係

る希望等調査）」

・ 「令和７年度広島県公立学校教

員等採用事務手続（給与に係

る手続）」

・ 手続き名をクリックし、それぞれ

手続きを行う。

令和７年度広島県公立学校教員
等採用事務手続（配置に係る希望
等調査）

令和７年度広島県公立学校教員
等採用事務手続（給与に係る手
続）

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



２ 手続申込

③④

・ 利用者情報登録した
際の、利用者ＩＤとパス
ワードを入力し、ログイ
ンをクリック。

・ 「手続き説明」画面に
移行後、
 「同意する」をクリック。

・   「申込」画面に移行しま
す。

2024年10月00日00時00分～2024年11月18日17時00分

令和７年度広島県公立小中学校教員等採用事務手続（配置に係る希望等調査）

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



２ 手続申込
⑤

・ 「申込」画面に移行したら、
必要事項を入力してくださ
い。

※ 入力時間は60分間です。

令和７年度広島県公立小中学校教員等採用事務手続（配置に係
る希望等調査)

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



２ 手続申込
⑥

・ 必要事項の入力を全て
終えたら、画面一番下に
ある「確認へ進む」をク
リックします。

※ 画面の移行に数十秒か
かる場合があります。
「確認へ進む」を何回もク
リックしないようにしてく
ださい。

・ 「申込確認」画面に移行
します。

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



２ 手続申込

【注意】

・入力事項に不備等があった場
合、「確認へ進む」 をクリックした

後、赤字で「入力不備の項目があ
ります。（詳細な内容は、各項目
をご参照ください。）」と表示され、  

「申込確認」画面に移行せず、再
び「申込」画面に戻ります。

・不備等があった項目については、
項目名が黄色になるとともに、赤
字で修正点が表示されます。

・全ての不備等を修正し、再度、
画面一番下の「確認へ進む」 をク
リックしてください。

令和７年度広島県公立小中学校教員等採用事務手続（配置に係
る希望等調査)

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



２ 手続申込 ⑦

・ 「申込確認」画面移行
後、内容を確認してください。

・ 内容確認後、間違いが
なければ、「申込む」をク
リックしてください。「申込
完了」画面に移行し、整
理番号とパスワードが表
示されます。

・ この際、登録したメール
アドレスに、整理番号とパ
スワードを示したメールが
送信されます。

令和７年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



２ 手続申込

※ 適切に完了すれば整理番号とパスワードが表示され
ます。表示されない場合は、適切に申込が完了してい
ません。

※ 整理番号とパスワードは、手続き状況の確認等に必
    要となりますので、記録しておいてください。

※ 申請したにも関わらずメールが届かない場合は、適
切に申込が完了しているか確認してください。

※ 申込完了後、教育委員会で内容を確認し、不明な点、
不備な点がある場合は教育委員会から電話、メール
にて問い合わせをします。

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



３ 申込状況確認

① 電子申請システムの「ログ

イン」をクリックします。

② 利用者情報登録した際の、

利用者IDとパスワードを入力

し、ログインをクリックします。

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



① 「申込内容照会」をクリックしま

す。

② 各手続きの「詳細」をクリックし

ます。

令和７年度広島県公
立学校教員等採用
事務手続（配置に係
る希望等調査）

３ 申込状況確認

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



①「処理履歴」が申込完了の場合、

「○年△月◇日 申込」と表

示されます。

②「令和７年度広島県公立学校教

員等採用事務手続（配置に係る希

望等調査）」と

「令和７年度広島県公立学校教員

等採用事務手続（給与に係る手

続）」

の両方の申込を完了させてくだ

さい。

令和７年度広島県公立学校教員等採用事務手続（

2024年10月8日11時5分 申込

３ 申込状況確認

１ 利用者情報登録 ２ 手続申込 ３ 申込状況確認



「障害者の雇用の促進等に関する法律」別表

一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測
つたものをいう。以下同じ。）がそれぞれ〇・一以下のもの

ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ニ 平衡機能の著しい障害

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの

四 次に掲げる肢体不自由
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間
関節以上で欠くもの

ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続す
るもの

ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける
程度であると認められるもの

※政令で定める障害
一 ぼうこう又は直腸の機能の障害
二 小腸の機能の障害

三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

四 肝臓の機能の障害

〔参考〕令和７年度広島県公立小中学校教員等採用事務手続（配置に係る希望等調査）
の「障害の状況」を入力する際に確認すること。
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